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社会保険労務士倫理綱領
　社会保険労務士は，品位を保持し，常に人格の陶冶にはげみ，旺盛なる責任感をもって誠実に職

務を行い，もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。

社会保険労務士の義務と責任

１．品位の保持
　　社会保険労務士は，品位を保持し，信用
を重んじ，中立公正を旨とし，良心と強い
責任感のもとに誠実に職務を遂行しなけれ
ばならない。

２．知識の涵養
　　社会保険労務士は，公共的使命と職責の
重要性を自覚し，常に専門知識を涵養し理
論と実務に精通しなければならない。

３．信頼の高揚
　　社会保険労務士は，義務と責任を明確に
して契約を誠実に履行し，依頼者の信頼に
応えなければならない。

４．相互の信義
　　社会保険労務士は，相互にその立場を尊
重し，積極的に知識，技能，情報の交流を
図り，いやしくも信義にもとる行為をして
はならない。

５．守秘の義務
　　社会保険労務士は，職務上知り得た秘密
を他に漏らし又は盗用してはならない。業
を廃した後も守秘の責任をもたなければな
らない。

＊＊＊　C O N T E N T S　＊＊＊

　表紙の説明

須賀川市新庁舎・ウルトラの父
　須賀川市はウルトラマンの生みの親で“特撮の神様”と称される円谷英
二監督の出身地で、「Ｍ78星雲 光の国」と姉妹都市提携をしています。東
日本大震災で被災して長らく使用不能となり、建て替え工事が進められて
いた市庁舎が完成し、広場にはウルトラの父モニュメントが設置されまし
た。市内の様々な場所で、ウルトラヒーローや怪獣たちに出会うことがで
きます。
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少ない現状ですので、各位の積極的な申請を
切にお願いします。

　　また、情報が漏洩しない万全な体制構築が
何より重要ですが、万が一情報が漏洩しても
お客様にご迷惑をかけないよう、社労士賠償
責任保険の付保はもちろんのこと、サイバー
リスク保険も特約で付保されることをお勧め
します。
　⑶ 相互扶助規程、他
　　会員が傷病等による不測の事態がおこった

場合の対応を規定した「相互扶助規程」につ
いて、より使い勝手の良い内容となるよう、
現在改定作業を進めています。改定されまし
たらぜひご確認ください。また、会員１名の
個人事務所におきましては、事業継承や法人
化について、平常時から真剣に向き合う必要
があるかもしれません。この機会に考えてみ
てはいかがでしょうか。
◆ビジネスと人権（BHR）について
　小見出しから少しそれますが、最近の報道に
接して思うことは、昔だったらタブーとして報
道されなかった案件が、現代では週刊誌やSNS
等で大きな話題となり、マスコミが後追い的に
報道せざるを得ない状況となっていることです。
最近では某芸能事務所や某劇団の問題も大きな
事件に発展しました。外国人技能実習制度の見
直しも、端緒は人権問題からといわれています。
被害者の人権を大きく損なう行為にアンタッチャ
ブルはなく、世間は絶対に許さない、という大
きな流れとなっていることを、私たちは理解し
なければなりません。
　私たち社労士の業務に「ビジネスと人権」は
関係ない、と思われている方が少なくないかも
知れませんが、そんなことはありません。皆さ
んがご存知のSDGs（持続可能な開発目標）の
17の開発目標のうち、実は14が人権に関する目
標となっており、「ビジネスと人権」はSDGsの
メインストリームといえます。また、政府調達
においても人権を尊重する企業を優遇する仕組
みの導入も決まっています。
　そのようなことから、「ビジネスと人権」が企
業のサステナビリティ（生き残り）を決める時
代になってきたわけです。若い世代ほど、価格
の安さではなく、人権意識の高い企業の商品や

サービスに乗り換える傾向が強く、企業イメー
ジの向上や売上の拡大につながっているようで
す。
　一方、これと関連する「人権DD」（デューデ
リジェンス）ですが、企業の買収・合併（Ｍ＆
Ａ）時や投資先の選択の際にもDDは行われてお
り、DDとは事前にその会社の価値やリスクにつ
いて調査・監査することをさしています。です
から人権DDとは、企業の人権にかかわる事項に
ついて調査・監査することです。調査・監査に
ついては、私たち県会が平成22年から、委員会
を設置して取り組んできた労務監査業務におい
て経験値があり、ハラスメントやCSR等も人権
と密接につながっていることもあり、この労務
監査の経験は「人権DD」に大いに生かせるもの
と自負しています。
　企業の人権尊重経営は、特別な対応というの
ではなく、「人を大切にすること」が基本であり、
社労士会（連合会）が掲げる『「人を大切にする
企業」づくりから「人を大切にする社会」の実
現へ』にまっすぐ通じるものです。私たち社労
士が、「ビジネスと人権」に取り組む企業を支
援することで、企業が社会的責任を果たしつつ
企業価値を高め、ひいてはビジネスが継続的に
発展することにつながります。このことは同時
に、私たち社労士としても大きなビジネスチャ
ンスにつながるものと捉え、果敢に取り組んで
いかなければなりません。会員皆さまのご理解
とご協力を仰ぎながら、全社連と連携して大き
く育てていきたいと思います。
◆おわりに
　現在、令和６年度の事業計画案を策定してい
るところです。これまでの間、先輩たる歴代役
員皆さま方のリーダーシップに導かれ、いろい
ろな新規事業を始め現在に至ておりますこと、
あらためて感謝申し上げます。
　計画の策定にあたっては、長年にわたる多種
多様の事業の個々について、実施の効果と、限
られたマンパワーの中での事務量等との均衡も
検証したいと思います。検証の結果として、見
直す必要があれば見直し、単年度収支の健全化
を念頭にスリム化が図ることができないか、理
事会で検討しています。今後とも会員皆さまの
ご理解とご協力をお願い致します。
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新年のご挨拶

福島労働局　　　　　　　　　　

局　長　井　口　真　嘉

　新年を迎え、皆さまのご健勝とご繁栄を心よ
りお祝い申し上げます。
　福島県社会保険労務士会、並びに会員の皆さ
まには、日頃から労働行政の推進に多大なご理
解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　３年あまり続いたコロナ禍をようやく乗り越
え、ポストコロナ時代に入り、昨今の物価上昇
や原材料価格の高騰などによって、労働環境を
取り巻く情勢は時々刻々と変化しております。
　こうした情勢の中、昨年６月に閣議決定され
た「新しい資本主義のグランドデザイン及び実
行計画2023改訂版」においては、「三位一体の
労働市場改革」として、リ・スキリングによる
能力向上支援、個々の企業の実態に応じた職務
給の導入、成長分野への労働移動の円滑化の３
つを柱とする新しい改革の方向性が示されまし
た。また昨年11月には、「デフレ完全脱却のた
めの総合経済対策」において、持続的な賃上げ
や人口減少対策が盛り込まれるなど、今まさに
労働行政は政府の重要事項となっております。
　福島労働局といたしましては、抜本的な強化
が図られた「人への投資」施策パッケージを活
用し、人材開発支援助成金による企業における
デジタル人材等の育成を推進するとともに、産
業雇用安定助成金による在籍型出向を活用した
スキルアップ支援などにより成長分野への円滑
な労働移動が可能となるよう支援してまいりま
す。また、最低賃金は、900円と前年から42円
の大幅な引き上げとなりました。そのため、事
業場内で最も低い賃金を引き上げ、生産性向上
に資する設備投資等にかかった費用の一部を助
成する業務改善助成金による事業主への支援の
徹底を図ってまいります。加えて、人手不足へ
の対応が急務となる中、短時間労働者の方々が

「年収の壁」を意識せずに働くことができる環
境づくりに向け、キャリアアップ助成金におけ
る社会保険適用時処遇改善コースの新設、正社
員化コースの拡充、あるいは企業の配偶者手当

の見直し促進など、関連施策について積極的な
周知広報や活用促進に取り組んでまいります。
　福島県社会保険労務士会の会員の皆さまにお
かれましては、こうした様々な助成金等をはじ
めとした各種手続きにおいて、中小企業事業者
等の相談支援にご協力いただいておりますこと
に心から感謝申し上げます。
　また、平成31年４月から働き方改革関連法に
よる改正法が順次施行され、今年４月からは、
建設業、自動車運転者、医師の業務等にも時間
外労働の上限規制が適用されます。働き方改革
の取組が進む中で、適用開始に向け、労務管理
に関する様々なご質問やご相談が事業主の方な
どから寄せられております。
　こうした中、貴会と当局の間におきましては、
福島県内の魅力ある職場づくりと人を大切にする
企業づくりを推進するため、新生ふくしま「人
を大切にする企業づくり」・「魅力ある職場づく
り」推進連携協定が締結されております。また、
福島働き方改革推進支援センターを設置し、中
小企業事業者等からのご相談への対応や県内各
地域でのセミナー開催による法令・制度の周知
など、その役割はますます大きくなっておりま
す。
　今後も、相互に連携を図りながら、女性活躍
の推進、仕事と家庭の両立支援、並びに公正な
待遇の確保等、ともに福島県の魅力ある職場づ
くりを進めてまいりたいと考えております。
　本年も福島労働局は、県民の皆さまの行政ニー
ズをしっかり把握し、労働基準、職業安定、雇
用環境・均等、人材開発の各分野を有機的に連
携させ、全力で効果的な対策を講じてまいりま
す。皆さまには、引き続き、ご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。
　最後になりますが、令和６年が皆さまにとっ
て幸多き明るい笑顔の一年となりますことを心
より祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせていた
だきます。
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新年のご挨拶

日本年金機構　東北福島年金事務所　

所　長　船　木　豊　史

　新年を迎え、謹んでご挨拶を申し上げます。

　日頃より、福島県社会保険労務士会様並びに

会員の皆様には、日本年金機構の事業運営に、

格別なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し

上げます。

　また、年金相談センター、年金事務所におけ

る年金相談窓口等の運営業務委託による年金相

談対応につきましても、多大なるご支援とご協

力を賜り、心より感謝を申し上げます。

　はじめに、令和６年能登半島地震により被害

を受けられた皆様には、謹んでお見舞い申し上

げますとともに、一日も早い復旧と皆様のご健

康を心からお祈り申し上げます。

　国民年金及び厚生年金保険業務につきまして

は、被災された皆様の状況に十分配慮しながら、

より慎重な対応を行って参ります。

　次に、猛威を振るった新型コロナウイルス感

染症も昨年から５類に移行するなど、少しずつ

社会全体がコロナ禍前の状態を取り戻して参り

ました。

　そのような中、当機構も設立から今年で15年

目を迎えることとなりました。

　令和６年の始まりにあたり、あらたな組織目

標を、「更なる高みへの挑戦」と定め、信頼され

続ける組織であるために、引き続き基幹業務の

着実な推進、デジタル化への積極的な対応、全

チャネルを連動させた効果的・効率的なサービ

スの構築、そして、安定的な現場の運営を支え

る組織・職場づくりに、組織一丸となって取り

組んで参る所存でございますので、本年も変わ

らぬご支援・ご協力をお願い申し上げます。

　当機構は、年金制度を実務として運営する執

行機関でありますが、取り扱っている年金制度

の規模は、被保険者数約６千８百万人、年金受

給者数は約４千万人であり、徴収している社会

保険料の金額は年間約38兆円、年間にお支払い

している年金額は53兆円を超え、これは我が国

の名目GDPの１割となります。

　また、高齢者世帯の平均所得の約６割が年金

であり、高齢者にとって年金は、生活を支える

大切な収入源であり、重要な社会インフラとなっ

ております。

　このような年金制度を適正かつ安定的に運営

し、社会保険事業を推進していくためには、加

入する全ての方々の制度へのご理解が極めて重

要でございます。

　本年も引き続き、皆様の一層のご理解とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、福島県社会保険労務士会様並びに会

員の皆様の今後益々のご活躍と、ご健勝をご祈

念申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきま

す。
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新年のご挨拶

全国健康保険協会福島支部（協会けんぽ）　

支部長　遠　藤　隆　男

　謹んで新年のご挨拶を申しあげます。

　福島県社会保険労務士会ならびに会員の皆さ

まには、日頃より協会けんぽにおける各種事業

の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御

礼を申しあげます。

　協会けんぽは設立16年目を迎えましたが、加

入者の皆さまの健康増進を図るとともに、良質

かつ効率的な医療を享受できるようにし、もっ

て加入者及び事業主の皆さまの利益の実現を図

ることを基本使命とし、病気の予防、健康の維

持・増進に向けた各種事業に取組んでおります。

　令和５年９月時点の福島支部の加入事業所は

約３万８千、加入者は約63万人を数え、県内最

大の保険者となっております。

　また、協会と加入者の皆さまとをつなぐ役割

を担っていただいている健康保険委員の委嘱者

数は令和６年１月時点で約５千人を数え、健康

保険委員が委嘱されている事業所の被保険者の

カバー率は、全体の52.5％となりました。

　さて、従業員の健康を重要な経営資源と捉え、

健康増進に向け積極的に取り組む「健康経営」

の考え方に基づき、平成27年からスタートした

「健康事業所宣言」のエントリー事業所数は、令

和６年１月時点で2,008社となり、多くの事業所

にご参加いただいております。福島県と共催で

実施している「ふくしま健康経営優良事業所」

認定制度においては、今年度は福島支部加入の

事業所226社が認定を受け、そのうち特に取組み

が顕著な３社が表彰されました。

　保健事業につきましては、今年度から生活習

慣病予防健診の自己負担額を軽減し受診の促進

を図っておりますが、来年度は付加健診の対象

年齢を現在の２回（40歳、50歳）から40歳以降

70歳まで５歳刻みで合計７回に拡大するなど、

さらなる保健事業の充実に取組んでまいります。

　また、昨年12月２日からの実施が決定した、

マイナンバーカードと健康保険証の一体化につ

いて、国が行っている「マイナ保険証、一度使っ

てみませんか」キャンペーンに協力し、利用促

進に向けた広報活動にも努めてまいります。

　これらに加え、各種申請書の新様式でのご提

出や保険証回収、被扶養者資格再確認、申請書

の郵送化など、弊協会事業の推進に関しまして

は、事業主・加入者の皆さまの良き相談役であ

り、社会保険実務の専門家である皆さまのお力

添えが何より大事と考えておりますので、引き

続きご指導とご支援を賜りますよう、よろしく

お願い申しあげます。

　最後になりますが、福島県社会保険労務士会

の今後益々のご発展と、会員の皆さまのご繁栄

とご健勝を祈念いたしまして新年のご挨拶とさ

せていただきます。
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新　年　挨　拶

全国社会保険労務士会連合会　　

会　長　大　野　　　実

　吉田会長はじめ福島県社会保険労務士会の会

員の皆様におかれましては、健やかに新しい年

をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、平

素から連合会の事業にご理解、ご協力をいただ

いておりますことに心より御礼申し上げます。

　さて、昨年を振り返りますと、新型コロナウ

イルス感染症の感染症法上の位置づけが第５類

に移行し、経済活動が回復に向かう一方、世界

各地での武力衝突などの影響を受け、世界経済

が安定を欠く中、政府は、日本経済の新たなス

テージに向け、物価高から国民を守り、構造的

な賃上げを実現するとともに、国内投資を促進

していくための総合的な経済政策を策定・実行

し「新しい資本主義」の実現に向けた取組みを

さらに加速することとしています。

　我々社労士にとって、昨年は、社労士制度創

設55周年という節目の年でした。改めて社労士

制度の原点に立ち返り、社労士業務を通じて、

「人を大切にする企業」づくりを支援し、「人を

大切にする社会」の実現を目指していくという

コーポレートメッセージに掲げた思いを新たに

いたしました。2024年は、次の節目に向けて、

会員の皆様と新たにスタートを切る一年にした

いと考えております。

　いよいよ本年４月１日より、医師、建設業、

自動車運転業への時間外労働の上限規制適用が

開始されます。我々社労士は、労務管理の専門

家として、働く人の全てが働きがいを持ち、い

きいきと働くことができるよう、経営者に寄り

添い、適正な職場環境づくりを支援しなければ

なりません。

　また、近年の人工知能（AI）やロボット技術

の進化により、労働環境が劇的に変化する中で、

企業においては、生産性の向上を目指す一方、

新たに生じるコンプライアンスやリスクマネジ

メントの問題についても対応が求められます。

我々社労士は、こうした経営者の皆様から寄せ

られる相談に応じ、その取り組みを支援しなく

てはなりません。

　連合会では、これらの新たな課題について会

員の皆様の活動を支援するため取り組みをはじ

め、研修や広報、社会貢献に関する取り組みな

ど、一つ一つ確実に実行してまいります。

　さらに、国民の負託に応え、更なる社会的地

位の向上を図るため、使命規定の創設をはじめ

とする社労士法の改正について、全国社会保険

労務士政治連盟と連携して実現してまいります。

　結びに、会員の皆様におかれましては、引き

続き連合会の事業にご理解とご協力をお願い申

し上げますとともに、本年が皆様にとって実り

多き一年になりますことを祈念申し上げ、ご挨

拶といたします。
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第１回研修会を受講して

鈴　木　聡　美（郡山支部）

　令和５年９月28日に開催されました、第一回

研修会（郡山市ビッグパレットふくしま）を受

講いたしました。昨年まで遠方開催の研修はラ

イブ配信を受講していたのですが、『折角だか

ら直接会場受講しよう』と思い立ち、今回は初

めて会場で受講させていただきました。

　【第一部】は、愛知県会より平野謙吾先生をお

招きいたしまして、『社労士事務所のDXと顧客

開拓』とのテーマでご講義いただきました。平

野先生は事務所移転を機に、自事務所フリーア

ドレス化や在宅勤務導入などいち早く取り入れ

DX化推進してきたとのこと。今回の研修ではこ

れらを活用した関与先企業への提案、また「顧

客デジタル化支援」の形で顧客開拓取り組んで

いる事例や「ワーケーション」など今後の働き

方の可能性について伺うことができました。働

き方も多様化が進んでいる昨今、その可能性は

まだ計り知れないものがあると感じた次第です。

　【必須聴講】は業務委員長の菊地紀男先生より

「職業倫理について」をご講義いただきました。

こちらでは「助成金不正受給手続き等の違法行

為」が印象に残りました。特に新型コロナウィ

ルス感染症以降、社労士への助成金に関する業

務依頼は増加している傾向にあります。これに

伴い懲戒処分の件数も増加傾向にありますが、

今回はその状況について事例とともに説明がな

されました。「お金をもらうこと」のみが助成

金の目的ではなく、目的はあくまで就業環境改

善・整備に向けた取り組み、助成金はその結果

に対し支給されるものであること、関与先企業

に展開する際は事業主と目的や方針について十

分話し合い、理解を深めながら二人三脚で取り

組むことが肝要であると感じました。

　【第二部】では、弁護士の向井蘭先生（杜若

経営法律事務所）にご登壇いただきました。研

修テーマは『運送業オール歩合給制について』。

2024年問題を控えた運送業の賃金制度について

はオール歩合給制とすることで同一労働同一賃

金制度にも十分対応できる旨の内容でした。『歩

合給』と聞くと経験少ない私は腰が引けてしま

うのですが、研修ではその賃金計算例やメリッ

ト、制度移行の流れ、規程や書式例などとても

分かりやすくご説明いただけました。なお個人

的には、本筋のお話から少し逸れた中国製造業

の労使関係の話題がとても面白かったです。この

辺りはお国柄や民族性が大きく出るんだなぁ〜、

と、とても興味深く伺った次第です。私は郡山

支部第一回研修と今回の研修で運送業のお話が

伺えたのですが、やはり運送業の労務管理は今

後ますますハードルが高くなる感じました。が、

それとともに労務管理の専門家たる社労士のニー

ズがますます増えてくるだろうとも思った次第

です。

　今回の研修会を受講いたしまして、今後ます

ます複雑化する人事労務分野について更なる研

鑽が必要だとあらためて実感した次第です。こ

のような有意義な研修会を開催いただきました

ことに感謝申し上げます。ありがとうございま

した。
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　令和５年10月10日、11日にコラッセふくしまにおいて14名が参加し「新入会員研修会」を開催し
ました。
【１日目】　社労士制度の概要、社労士会について　　　　講師：会長　　　　　　　　　　吉田　昌樹
　　　　　実務研修　労働基準監督署編　　　　　　　　講師：理事・業務委員　　　　　渡部　翔太
　　　　　実務研修　～労災保険給付申請～　　　　　　講師：業務担当副会長　　　　　真船　あい
　　　　　実務研修　ハローワーク編　　　　　　　　　講師：理事・業務副委員長　　　一條　雅敏
　　　　　労働保険事務組合について　　　　　　　　　講師：理事・業務副委員長　　　一條　雅敏
　　　　　社会保険労務士の職業倫理について　　　　　講師：理事・業務委員長　　　　菊地　紀男
　　　　　グループディスカッション
【２日目】　IT活用を含めた社労士業務、税金について　　講師：副会長・業務委員　　　　鈴木慎太郎
　　　　　政治連盟について　　　　　　　　　　　　　講師：福島県社会保険労務士政治連盟会長　鈴木慎太郎
　　　　　実務研修　年金事務所編　　　　　　　　　　講師：理事・業務委員　　　　　二瓶　優子

富永　　陽（郡山支部）

　本研修では、日頃ご活躍されている社労士先

生方が講師となり、実体験や実務実態を踏まえ

て基本業務に活きるポイントを押さえながらの

ご指導を頂きました。各種法令の基本的な考え

方や担当行政についての理解は勿論のこと、特

に手続きについては、具体的事例から実際に書

類作成をすることで、より理解が深めることが

できました。また、事務所運営に関するご質問

にも率直にお答え頂き、改めて、自身のこれか

らの仕事を考える良いきっかけにもなったと実

感しています。

由利亜佐子（郡山支部）

　今回、開業して２年半で、ようやく新入会員

向けの研修会に参加することができましたが、

実務に即し、実例を示しながらの講義で、とて

も参考になりました。実際に自分が行っている

業務の確認にもなりました。

　また、講師の先生方も、最初は自信もないと

ころから始められたことを率直に話してくださ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊　新入会員研修会参加者の感想　＊＊＊＊＊＊＊＊＊

後列左から：富永陽、田村耕一、阿部佳男、須田浩之、三浦篤史、齋藤譲一、本田太郎、遠藤宏文
前列左から：由利亜佐子、吉田恵美、神田広美、小林祝子、宍戸ゆかり、齊藤和代　　　　　　　

新 入 会 員 研 修 会
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り、悩みながら実績を重ねて今があるというこ

とをお伺いすることができて、励みになりまし

た。参加することができてよかったです。あり

がとうございました。

田村　　耕一（いわき支部）

　今回の新入会員研修では、社会保険労務士制

度の概要から幅広い実務に関して学ぶことがで

きました。とくに諸先輩方の過去の様々な経験

や苦労話等のお話を聞くことができ、大変貴重

な研修となりました。また、懇親会では、他支

部の受講者と意見交換や開業から現況までの話

など大変参考になりました。今後は、新入会員

研修で学んだことや、他受講者との意見交換で

吸収したことを活かし、社会保険労務士として

のスキルを高め、業務に取り組んでいきたいと

思います。

吉田　恵美（郡山支部）

　この度の新入会員研修会では、ディスカッショ

ン等を通して、諸先輩方の今までの経験や知識、

顧問先との付き合い方など様々なお話を伺うこ

とができ、とても有意義な時間となりました。

また、共に研修に参加した新入会員の方と交流

する中で、自分の強みや、これからどのような

社会保険労務士になりたいかということについ

て改めて考える機会となりました。これから様々

な経験を積み、社会保険労務士として貢献して

いきたいと思います。

阿部　佳男（郡山支部）

　去る、10月10日、11日の二日間に亘り一丁目

一番地研修会に参加しました。61歳経過後の登

録入会故、とても新鮮に感じた次第です。今回

は社労士制度の概要から実務研修、そして先輩

方との質疑応答など多岐にわたり学ぶことがで

きました。特に、実務に関する先輩方からのア

ドバイスは、今後の事務所経営の羅針盤になる

ものと考えております。今後は困っている企業

や人に対して支援できる社労士を目指し日々精

進して参りたいと思います。

須田　浩之（郡山支部）

　2023年９月１日付でその他登録をした、須田

浩之と申します。今回、新入会員研修会を受講

して一番考えさせられたのは「社労士としての

“自分の軸”を持っているか」ということです。

将来的には開業を考えております。営業や実務、

社会奉仕活動など、何をするうえでも、この“自

分の軸”が幹になる部分だと思います。これか

らの人生、社会保険労務士という役割を持って

私は何を成していきたいのか、自分と向き合っ

ていきます。初心を忘れず、これから邁進する

所存です。

神田　広美（郡山支部）

　登録から３年。ようやく新入会員研修に参加

した。感想を一言で述べると「楽しかった」で

あり、また、一番印象に残ったのは「齊藤先生

の労災の略図（上手すぎる）」である。

　社労士会は、男女問わず気さくで親切なうえ

に優しい。女性も多いので居心地が良い。保有

するもう一つの資格の世界とはだいぶ違う環境

で、目から鱗の二日間だった。研修内容を今後

の業務に活かしていきたい。（なお、税務申告、

インボイス・電帳法対応のご用命は、是非とも

神田広美税理士事務所まで。）

齋藤　譲一（福島支部）

　10月から社労士として本格的な活動を始めた

私にとって、この時期の研修は決意を新たにす

る絶好の機会となりました。経験を踏まえポイ
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ントを押さえた研修を受け、学ぶことの多さを

感じるとともに、またその多さにいささか不安

になったことも否めません。経験を積み一日も

早く信頼される社労士になるよう精進して参り

ます。品位の保持、信用失墜の禁止、研修を受

ける義務を常に念頭に置き業務に取り組む所存

です。

小林　祝子（福島支部）

　私が会員登録し開業したのは令和５年元旦で

す。縁起が良いとの思いで、何もわからないま

ま何も考えずに始めました。故に今回の新入会

員研修会は私にとって大変有難かったです。内

容も実務に則しており、お忙しい中先輩社労士

の講和を聞け大変有意義な時間となりました。

また、グループディスカッションでは年齢も職

歴もばらばらだった者がこれから同じ方向に向

かって行くという連帯感が芽生えた感じがしま

した。欲を云えば私の場合は少し早い時期に開

催して欲しかったです。

本田　太郎（福島支部）

　実務経験のない私にとって、本研修会はとて

も有意義でした。その理由は以下の３点です。

１点目は実務スキルの習得です。試験勉強の内

容と実務は全く違うことを改めて実感しました。

２点目は先輩方の体験談です。受講者が気になっ

ている「社労士のリアル」について、数々のエ

ピソードをご紹介いただきました。３点目は社

労士が担う社会的役割の再認識です。これまで

漠然と抱いていた社労士業務へのイメージにつ

いて、座学や実習、交流を通じて具体化するこ

とができました。

宍戸ゆかり（福島支部）

　お忙しい中、私共の為に『安心安全な学びの

場』をご用意下さった先生方のお骨折りに感謝

いたしております。実務を離れているため、各

種手続き関係の講義が大変参考になりました。

開業登録したものの不安ばかりが先立ち、何も

始められずにおりましたが、先生方のお話しを

伺い「誰にでも初めてがあること」「始めなけれ

ば何も始まらないこと」に改めて気づくことが

できました。これからは「まずはやってみる」

の精神で、出会いを大切にチャレンジしてまい

りたいと存じます。

遠藤　宏文（郡山支部）

　講義では、講師の先生方の経験談を交えた生

の声が聞ける貴重な時間でした。また、懇親会

の時に言われたある言葉がとても心に響きまし

た。それは「今後、雑務や役職等の声が掛けら

れるようになると思う。その際には是非引き受

けてほしい。そうすることにより人との繋がり

ができ、結果的に事務所の経営安定や自身の成

長になるよ」というものです。私もいつか後輩

にかっこよく言える日が来ることを信じ、自己

研鑽していきたいと感じられる研修会でした。

齊藤　和代（会津支部）

　私が一番印象に残っているのはグループディ

スカッションです。新入会員からの率直な質問

に対して先輩は包み隠さず自身の体験について

話して下さいました。途中質問が途切れず、話

し合いの時間が足りないくらいでした。また研

修会の内容は、普段自分が行っている実務を改

めて見直すきっかけとなり、今後の業務に役立

てたいと思います。研修会終了後の懇親会では

先輩から色々な話しが聞けて、改めて社労士と

しての仕事の魅力を知ることができて本当に良

かったです。
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総合相談所第１回研修会（10月24日）を受講して

佐　藤　龍　樹（福島支部）

　令和５年10月24日、総合相談所主催の研修会

がありました。テーマは「障害年金」と「法改

正」。どちらも我々社労士として身近であり、常

に知識をアップデートしていく必要があると感

じていたので早い段階で受講を申し込みました。

　第１講座のテーマは「就労と障害年金　～大

丈夫です　働けます〜」でYORISOU社会保険

労務士法人の社会保険労務士　松山純子先生が

講師を務められました。テーマのタイトルから

分かるように相談者の多くは、「働いていたら障

害年金はもらえないんじゃないか？」と思い込

んでいるケースが多いと私自身も感じています。

まずは、その誤解を解いて、そして丁寧なヒヤ

リングから始める必要があるということにあら

ためて気付かされました。また、具体的ケース

を題材として社労士としていかにサポートすれ

ば障害年金が受給できるかという事案も学びま

した。やはり相談者と信頼関係の下、丁寧なヒ

ヤリングを行い、その上で要件を満たすには（今

回は初診日要件）どう論理的に筋道を組立て、

説得力を持たすのか、という王道であり、また

ある意味テクニックを学びました。社労士とし

て障害年金の受給もひとつのゴールですが、そ

の後社労士として出来ることを考える、という

「病気と仕事の両立支援」の大切さも学ぶことが

出来ました。

　第２講座は「近時の労働関係法令の改正につ

いて　～労働条件明示ルールの改正を中心に～」

で第一芙蓉法律事務所の弁護士　小鍛冶広道先

生が講師を務められました。頻繁に改正される

労働関係諸法令について、我々社労士は常に知

識をアップデートしていく必要があります。そ

の意味で今回の講義は非常に有意義でありまし

た。「2024年問題」と言われるように2024年は非

常に多くの法改正があります。その中でも「労

働条件明示ルール」は非常に大きな改正であり

ます。特に今回の講義で勉強になったのは、法

的には必要ではないが（マストではないが）就

業規則にも記載があったほうが望ましいという

お話でした。小鍛冶先生に限らず弁護士の先生

方の講義を拝聴していつも思うことがあります。

弁護士の先生だから法律中心、また裁判中心に

物事を進めていくと思いがちなところがありま

したが、決してそうではなく労働者の心情を思

いやり、労使紛争になる前にどうするべきか考

えて先の先を考えて行動することを心掛けてい

る、という点です。今回の講義でもこういう場

合は判例はこう、という結果論ではなく、争い

になる前にまずは社労士がやるべきこと、でき

ることを学ばせていただきました。

　今回の講義を通じて、社労士として何ができ

るか、何をやるべきか、単に法律を語るのでは

なく、相談者や事業主に寄り添って常に先を見

据えて考えていく大事さを学ぶことが出来まし

た。今後も講義等を通じてより社労士としてよ

り成長していきたいと思いました。
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北海道・東北地域協議会　東北南部３県
労務管理研修会（11月22日）を受講して

宍　戸　ゆかり（福島支部）

　北海道・東北地域協議会　東北南部３県労務

管理研修会が、令和５年11月22日、コラッセふ

くしまにて、大阪会所属の石原清美先生を講師

にお迎えし、「運送業界における2024年問題【ト

ラック運送業の時間外労働削減の実務】～法改

正でどう変わる？現場対応の方法伝授します～」

と題して、ハイブリット方式で開催されました。

会場はもちろん、WEBを活用し、他県からも多

くの方が参加されました。

　石原清美先生は、長年運輸会社に勤務し、自

ら運行管理者・衛生管理者として長距離配送業

務に携わり、取締役部長を務めた経験をお持ち

で、現在は運輸業に特化した社会保険労務士と

して活躍されており、関与先は運送業関係が

100％ということで、運送業の現場で起きている

2024年問題の今について、事例を交えながら詳

しくお話し下さいました。

　私は入会して初めての３県合同研修会への参

加でしたので、いつも以上に緊張しておりまし

たが、終始和やかな雰囲気のもと、楽しく興味

深く学ばせていただきました。

　第１部では「トラック運送業とは？」と題し

て、2023年12月から義務化された「白ナンバー

を含む社用車の運転者へのアルコールチェック」

の内容を説明後、トラック運送業界の危機的な

人材不足の現状と2024年４月以降の将来予想値

から推察される更なる人手不足による世間全体

の問題として、物が運べないことによる「モノ

不足」を指摘。

　2024年問題が関連業界だけの問題ではなく、

日本経済はもとより人々の日常生活全般に大き

くそして長期にわたり関わる問題であることを

改めて実感しました。

　また、トラック運送業の労務管理の基本とし

て、労働基準監督署と運輸支局が担う役割や罰

則、行政処分の違いについてもご説明下さり、

運送業界における車両停止、事業停止といった

行政指導の重みをというものを学ぶ大変貴重な

機会となりました。

　第２部では、2024年４月からの改善基準告示

改正のポイントをご説明いただきました。拘束

時間とは、労働時間＋休憩時間＝終業時間―始

業時間であるとの説明がとても分かりやすく、

私の中のモヤモヤを整理することができました。

　また、改善基準告示に関わる相談事例をご紹

介いただき、アルコールチェックに加え、毎日

の体調管理や車両点検、鍵の管理、免許証の確

認といった日々の積み重ねがどれほど大切か、

改めて知ることができました。

　2019年からの働き方改革は一旦集大成を迎え

る訳ですが、今後ますます労働環境は変化・変

貌していくものと思われます。労使双方がより

良い将来への展望が持てるお手伝いができるよ

う、これからも精進していきたいと思える大変

有意義な研修会でした。
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郡山支部研修会に参加して

舟　橋　潤　子（郡山支部）

　この度、令和５年12月22日（金）の郡山支部研

修会・懇親会に初めて参加させて頂きましてあ

りがとうございました。

　研修会は岐阜会所属のウエルズ社会保険労務

士事務所の社会保険労務士五十川（いかがわ）

将史先生の「人材を引き寄せる求人票の書き方

～社労士としてのハローワークを活用した採用

支援とは～」講演でした。

　求人票？と思いましたが、企業は、民間ウェ

ブサイトに高いお金（最低で約数十万）を払っ

て採用している、ハローワークは全て無料！生

かさないなんて勿体無いですよね！と。

　実際の求人票、先生の会社の求人票をスクリー

ンに映し出しながら（ハローワークインターネッ

トサービスの事業主の方→事業所登録で登録ま

で行かないでプレビューで止めておけばOKだそ

うです。目からウロコでした。）ご説明ください

ました。

　その他NGワード等をパワーワードに変換する

方法もご教授頂き、大変参考になりました。

　今後も積極的に研修会へ参加したいと思って

おります、ご指導ご鞭撻の程どうぞよろしくお

願い致します。

令和５年12月１日「社労士会セミナー」を受講して

飯　髙　昌　男（いわき支部）

　社労士の日（毎年12月２日）に合わせて、毎

年度、社会保険労務士のPRを図る目的として

「社労士会セミナー」（会場　ウィル福島アクティ

おろしまち　コンベンションホールＡ）が開催

されました。会場とZoomのオンラインによるハ

イブリット式の参加方法によって開催され、久

しぶりの参加ということもあり、なんとなくの

気分でリアル参加してみました。最近では、ハ

イブリット開催が主流となって、状況に応じて、

リアルなのか、オンラインなのかを選択できる

ようになり、今までは距離的、時間的な問題で

参加しずらかった参加者のハードルを下げたよ

うに思います。なお、社労士会セミナーの参加

者は、リアルもオンラインも同数程度の参加者

がいらっしゃるとのことでした。

　さて、社労士会セミナーですが、総合相談所

加藤和志副所長の司会のもと、総合相談所　白

岩裕和所長の開会、吉田昌樹会長挨拶で、ス

タートし、２部構成となります。

　第１部のテーマは、今何かと物流業・建設業・
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医療業の顧問先事業所

より多くの問い合わせが

あり、今までも県会研

修会・支部研修会・自

主勉強会等でも何度も

取り上げられた「2024

年問題」です。「まだ間

に合う！運送業、建設

業における2024年問題の最終チェック」を福島

働き方改革推進支援センターの相談員でもある

田村耕一会員が講師となり、時間外労働の上限

規制、36協定届の記載例、改正改善基準告示等

を解説いただきました。建設業・運送業に分け

て説明され、出席されておりました各事業所の

担当の皆さまも分かりやすかったものと思われ

ます。

　続いて第２部は、聖光学院高等学校野球部監

督　斎藤智也氏を講師に「人材育成について」

をテーマにお話しいただきました。新聞の県内

情報、お悔やみ欄しか見ない、ネットTVしか見

ない、そんな私でも存じ上げる全国高校野球選

手権大会（夏の甲子園など）の福島県を代表す

る常勝チームの監督です。前日まで、新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響で2020年夏の全国高

校野球選手権大会が中止となり、出場がかなわ

なかった元高校球児たちが集い、姫路市内の球

場で交流戦が行われたそうで、中止となった大

会への思いや、元部員との語りかけた内容やそ

の他、選手権大会の県内予選のエピソードを紹

介され、「人間力」を大切に指導されている斎藤

氏の話しは、高校野球指導者としての話しだけ

ではなく、一企業として、様々な従業員を雇用

する経営者に通じるものを感じました。また澁

澤榮一氏や稲盛和夫氏、多くの経営者に影響を

与えた「論語」の話しをされ、最後に「孔子の

涙」一説を読まれ、企業における人間関係や企

業の社会的責任をあらためて考えさせられまし

た。リアル会場参加者一同、斎藤智也氏の熱い

熱い語りに引き込まれてしまい、最後の時間一

杯まで、あっという間の90分間でした。

　熱いリアル会場のまま、総合相談所　二瓶優

子副所長の閉会後、「社労士会セミナー」終了

となりました。帰路、リアル会場の外は、めっ

ちゃ寒かったです。

　講師の先生には、たいへん多忙な中、良い機

会をいただき感謝申し上げます。また、社労士

会セミナー運営準備に携わった役員の皆さま、

たいへんお疲れ様でした。
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ワークルールセミナー（出前授業）を実施して

齊　藤　和　代（会津支部）

　令和５年12月に会津工業高校（188名）と、猪
苗代高校（32名）の２校でワークルールセミナー
を実施しました。私にとっては今回初めての講
師となりますが、以下ご報告させて頂きます。
１．事前打合せと準備

　　今回講師を引き受ける上で私が一番大切に
したいと思ったことは、「学生へ伝わるセミ
ナー」でした。労働法や社会保障制度は内容
も難しく、ただでさえ学生が聞いたことがな
い言葉ばかりなので、どうやったら学生に伝
わるかということが最大の課題でした。スラ
イドを流して難しい説明を読むだけという事
は避けたかったので、どういう流れでどんな
話しをすれば学生達が話を聞いてくれるのか
頭を悩ませました。

　　そのため、開催前に先生から「学生達に何を
伝えたいのか、何を学んで欲しいのか」といっ
た要望を聞いて、どのような内容にするか構成
を組み立てました。資料は県会のPowerPoint
を使い、そこに独自のイラストやスライドを
追加して、学生達が話に入って来やすいよう
に工夫することにしました。県会のスライド
は流れも決まっており、とても使いやすかっ
たです。スライドの内容は講義時間に対して
ボリュームが大きいので、時間にあわせて詳
細に説明する部分と、できるだけ簡略化する
部分の強弱をつけることにしました。セミナー
当日をイメージして時間を確認しながら、何
度も口に出して練習を行うことで、時間配分
や当日の学生達の反応などもイメージできた
ように思います。

２．セミナーの開催

　　当日は、聞いている学生達の反応を確認し
ながら、話を進めていくことに気を付けまし
た。セミナーの中で学生達に考えてもらう時
間を作り、質問や意見を出してもらいました。
また途中でクイズを出題したり、私が担当し
ている顧問先の事例を交えながら説明をして
いく中で、学生達からは時に笑いも起こり、
和やかな雰囲気で進められたのが良かったで
す。最後の質問の時には、学生から労災や退
職手続きなど具体的な質問がたくさん出たこ
とにびっくりしました。私自身がセミナーを
通して、学生からの率直な意見に触れられて、
とても充実した時間になりました。
３．年金セミナーとの協力

　　猪苗代高校は年金セミナーと同時開催でし
たが、年金事務所との連携を図るのはとても
良い機会だと感じました。学生達がそれぞれ
の専門分野の話を聞けることにより知識がよ
り深まります。また、年金事務所の方とお互
いのセミナーについて意見交換や情報共有も
できてとても参考になりました。
４．最後に

　　学校で１コマを確保することは大変なこと
だと聞きました。その貴重な時間を学生達に
とって充実した時間にしたいと思いました。
そして将来社会に出て悩んだ時に、相談でき
る場所があることを知って欲しいです。今回
は学生達からパワーを頂いて、私自身が改め
て労働法や社会保障を見直すきっかけとなり
ました。すばらしい機会を頂きまして本当に
ありがとうございます。
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　突然、長岡聡さんからいきなり「リレー随想」
のバトンを渡されビックリ！まさか？と。目が
点になってしまいオロオロしている郡山支部の
橋本です。何を書いたらよいのか本当に迷って
しまいましたが、私の人生での長い付き合いで
ある音楽の話を少しさせていただきたいと思い
ます。
　私は趣味の一つとしてギターを嗜んでいます。
俗にいうフォーク系です。現在は６人編成での
バンドで「ロッキーチャック」といいます。今
年でこのグループ名になって50周年になります。
今思えば続けられたのは何回かのターニングポ
イントがありますね。
　まずはギターとの出会い。今から約59年前中
学２年生になった頃一人の転校生が私たちのク
ラスに入ってきました。その彼がギターを持っ
ていてつま弾いた時にギターの音にすっかり魅
了されてしまいました。もう一人ギターに魅せ
られた親友とお互いお年玉など貯め、やっとギ
ターを買い自己流ながら必死に親友と練習しま
したね。フォークソングに魅せられ、中学から
の親友と二人で自己流だったギターを20歳の頃
本格的に基礎から習い始めました。
　ターニングポイント二つ目は、1974年ギター
の先生からフォークバンドコンテストがあるか
ら出てみたらと勧められ、初めてバンド名を

「ロッキーチャック」と決め申し込みをしまし
た。今から50年前です。予選を何とか通り決勝
の10組に入ることができましたが、決勝は残念
ながら…翌年新たに１名加入し３人編成のバン
ドとしてオリジナル曲等を中心にライブ活動を
あちこちで行うようになりました。
　ターニングポイント三つ目は、1981年某TV局
で情報新番組（毎週日曜日AM８：00～８：30）
の話がありそのテーマソングを私たちのバンド
に白羽の矢が立ち１年間歌わせていただき、又
翌年には同じTV局の11：45～12：00までの主婦
層向けの情報番組で毎月「今月の歌」として半
年間オリジナル曲を歌わせていただきました。
　ターニングポイント四つ目は2002年に、音楽
活動をしている仲間と「福島県フォークソング

協会」という音楽団体を立ち上げました。当時、
様々な方がフォークギターを楽しんでましたが、
なかなか自力でのコンサートをやる会場や機会
が少ないので皆が集まってコンサートをできる
会場設定や、お互いの交流を計り、音楽を楽し
みながらレベルアップ等を目的として、設立当
初７名でスタートしましたが現在は会員数約300
名。県中、県北、県南、いわき、会津と５支部
でコンサート等活動しています。
　ターニングポイント五つ目は私たちの地元三
春町に2003年に「三春交流館まほら」という多
目的ホールが出来たことです（通称まほら）。大
ホールは収容人員407名で決して多人数の収容人
数ではありませんが音響も素晴らしいホールが
できました。オープンした年から私たちのホーム
グランドとしてコンサートを行い、その後2023年
まで毎年１回。11月下旬か12月上旬に単独コン
サートを行っています。コロナの影響で２回ほ
どできない年がありましたがトータル18回行っ
てきました。
　2024年は11月17日（日）50周年記念コンサート
を行います。考えてみますと本当に長い音楽と
の付き合いです。各ターニングポイントがあり、
それぞれがたくさんの方々との出会い。音楽を
通して幅広い友人が沢山できたことは継続して
いたことに対してのご褒美なのかもしれません。
長い付き合いの音楽という友ともう少し一緒に
歩んでいこうと思っています。
　次回のリレー随想は郡山支部の栁沼史恵会員
にお願いいたしました。よろしくお願いいたし
ます。

「音楽はなが～い友達」

橋　本　市　朗（郡山支部）

リレー
随想



19

会報　社労士ふくしま　№121（2024.2）

「情報・一番」

［厚生労働大臣表彰］

　宍戸宏行前会長が長年の尽力された功績により「厚生労働大臣表彰」を受賞されました。
　12月４日に厚生労働省において厚生労働大臣表彰伝達式が執り行われ、その後、パレスホテル東
京において連合会大野会長を交え祝賀昼食会が開催されました。

［社会保険労務士制度創設55周年記念　全国社会保険労務士会連合会会長表彰］

　令和５年12月２日付け社会保険労務士制度創設55周年を記念し、全国社会保険労務士会連合会会
長表彰において、功労者表彰と感謝状が授与されました。
功労者表彰：県会役員３期以上
　　　　　　吉田昌樹、白岩裕和、村山敦子、加藤和志、草野智正、真船あい、田部良夫、
　　　　　　草野昌利、田中竜夫、榎田哲士、鈴木慎太郎、塩﨑京子、菅野浩司
感　謝　状：歴代会長経験者
　　　　　　星　　功、鈴木健夫、金子昌明、宍戸宏行� （順不同）

～表彰おめでとうございます～

厚生労働大臣表彰伝達式（厚生労働省にて）

連合会会長との祝賀昼食会（パレスホテル東京にて）
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厚生労働大臣表彰を受賞して…

　令和５年12月４日厚生労働

省中央合同庁舎にて令和５年

度社会保険労務士制度功労者

厚生労働大臣表彰伝達式がありました。当日は、

私を含め７名の社労士が表彰されました。午前

11時30分から関係職員同席のもと鈴木英二郎労

働基準局長より表彰状が伝達されました。鈴木

労働基準局長よりお祝いの言葉をいただき、厳

粛な雰囲気のなか滞りなく伝達式が終了しまし

た。

　その後会場を移してパレスホテル東京にて連

合会会長・副会長とともに祝賀昼食会に参加さ

せていただき、和やかな雰囲気のなか充実した

１日を過ごさせていただきました。

開業当時

　平成元年12月１日に福島県社会保険労務士会

に32歳で入会いたしました。

　９年間のサラリーマン生活にピリオドを打っ

ての開業でしたが、当時父親が社会保険事務所

に勤務していた関係もあり、社会保険労務士と

いう資格があることを知り、昭和59年の試験に

合格し、翌昭和60年７月１日に登録をしました。

当時は、社会保険労務士（以下「社労士」とい

う）という資格も現在ほど企業には浸透してお

らず、労務管理といっても会社にとってどんな

仕事をしてくれるのか、そのようなところから

経営者と話を始めていました。多分このころ開

業した先生は、みな同じ経験をされながらクラ

イアントの数を伸ばしていったのではないかと

思います。会社在職時は、労務管理の経験はほ

ぼなく、連合会の事務指定講習を受講しての開

業だったので、２か月ほど先輩の社労士の事務

所で勉強をさせてもらいました。私が初めて参

加した県会総会は、平成２年５月18日に開催さ

れた第12回通常総会でした。まだ社労士制度が

できて12年ですが、手元にある「社会保険労務

士法制定三十年のあゆみ」（平成10年12月19日

福島県社会保険労務士会発行）を開いて歴史を

紐解いてみると法定団体設立前の社団法人全国

社会保険労務士会福島会第１回通常総会が昭和

52年５月31日郡山市の郡山グランドホテルで開

催されています。その後昭和53年12月１日に全

国社会保険労務士会連合会が設立され、昭和53

年10月５日の臨時総会において社団法人全国社

会保険労務士会福島会の解散決議を行い、改め

て同日福島県社会保険労務士会設立総会を開催

し、明けて昭和54年５月22日に第１回の通常総

会を開催し現在に至っています。当時の会員総

数は、310名で事業計画の一文には「…会員の

資質の向上と地位の確立を図り、社会の要望に

応えてもって福祉社会に貢献することを目的と

して…」とあります。このころの事業計画書等

を拝見すると当時の役員の方々のご苦労がしの

ばれます。

支部役員を経験して

　平成５年４月から福島支部幹事として福島支

部のお手伝いをさせていただくことになりまし

た。社労士は、事務所を開業したとはいえ基本

一人親方です。支部幹事をさせていただくこと

で、支部内に仲間ができ、いろいろな情報や関

宍　戸　宏　行（福島支部）
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係行政との接触の機会も増え、直接クライアン

トの契約にはつながりませんでしたが、社労士

としての幅が広がりました。「感謝に敵なし、反

省に卒業なし」このころ手帳にいつもこの言葉

を書いて決しておごらず、仕事をいただいたこ

とに感謝の気持ちを持つように心掛けていまし

た。支部の仲間でソフトボールのチームを作り、

仕事の合間に本気モードで練習をし、当時の社

会保険事務所、安定所、監督署、他士業と試合

をしたり、社労士仲間と毎年旅行に行ったりと

懇親を深め、今振り返ると楽しい時代でした。

今は支部役員になっていただくのが大変だとい

う声を聞きますが、ぜひ積極的に支部のお手伝

いをして頂けたらと思います。

　特に支部事務局は大変ですが、一番情報が集

まるところです。すぐに自分の仕事につながる

ことはありませんが、当時の自分は、自己鍛錬、

自己修行と考えることで楽しんでいた感があり

ます。平成13年４月から２年間支部長をさせて

いただきましたが、多士業の方々と交流できた

ことは大変勉強になり、改めて社労士の使命に

気づくことができました。

県会理事時代

　平成13年６月から理事を経験させていただき

ました。県会には、今もそうですが、３つの常

設委員会のほか、様々な委員会があり、いろい

ろな委員を経験させていただき、特に業務委員

長時代は、県会の研修会についていかに充実し

た研修を企画するかいつも議論をしていたよう

な気がします。また、総務委員長時代は、事務

局が手狭になり、移転することになり、その候

補地に奔走した記憶が蘇ります。最終的に現在

の場所に決まり、理事会や会議をいつも場所を

変えて開催していたわずらわしさが解消され、

理事会をはじめ委員会も事務局で開催できるよ

うになり、執務室や印刷室も確保できるように

なりました。

常任理事・副会長時代

　理事時代は、佐藤健伍会長、鈴木健夫会長、

金子昌明会長と３人の会長の下で会務のお手伝

いをさせていただきました。この間社労士を取

り巻く労働環境は激変していきました。平成19

年６月から始まった年金記録問題は、国からの

要請を受け、各自治体へ相談員を派遣し、また

「年金特別便」の相談にあたりました。これが

のちの街角年金センター福島の開設（平成22年

１月）につながっていきました。さらに平成23

年３月11日の東日本大震災を契機に県会一体と

なって復興に取り組んだことが、鮮明に思い起

こされます。

　鈴木会長を中心に役員はじめ県会会員全員が

被災者支援活動にあたり、その後も10年間にわ

たり県民の復興支援活動にかかわることになり

ました。この２つの大きな出来事を通して対行

政、県民に対する社労士の知名度（ブランド）

と地位が飛躍的に向上したと思います。またそ

の取り組みに役員としてかかわることができた

ことは、自分の社労士としての仕事観、人生観

に大きな影響を受けたように思います。支部の

役員もそうですが、県会の役員になることで、

社労士としての目線の高さが変わります。役員

になることについては人それぞれの考え方があ

るかと思いますが、役員会や委員会、また関係

行政の中で自分の考え方を話すこと、また他人

の考え方について自分はどう考えるのか、視点

を変えるだけで様々な考え方、正義があること

に気づくことは、社労士としてクライアントを

はじめ将来様々な人とコミュニケーションを図

る意味で間違いなく自分を成長させてくれると

思います。クライアントである経営者に自分の
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考え方や労働法の助言をいかに正確に理解して

いただくかまさにコミュニケーション力です。

いろいろな場所でコミュニケーション力をつけ

るセミナーを開催していますが、やはり実践で

あると思います。ぜひ県会の会務にかかわって

いただき社労士の発展に力を貸していただきた

いと思います。

県会会長時代

　平成29年６月の通常総会で会長に立候補し選

出されました。副会長時代も含めた16年間の理

事時代に学んだことを会長に就任するにあたっ

て事業を遂行するために４つのことを肝に銘じ

ました。一つ目は、社労士ブランドを上げ地位

の向上にかなうかどうか。二つ目は、その事業

をするにあたってその動機に私心がないかどう

か。三つ目は事業にあたってその事業は、法に

かない、理にかなっているかどうか、最後に損

得ではなく、善悪で判断したかどうか。自問自

答しながら事業を進めました。

　会長に就任した翌年２月24日に福島労働局と

働き方改革推進のための協定を締結しました。

一昔前は、行政のお手伝いをすると行政の下請

け仕事と揶揄されることもありましたが、社労

士会と労働局が働き方改革に対し、行政と社労

士会が一体となった取り組みをすることで、社

労士のブランドを上げひいては県内の中小事業

主、何よりそこで働く労働者の待遇改善、働く

環境の改善につながり、企業の永続的な発展に

つながるとの視点を持つことが重要と考え、理

事会の承認を得ました。さらにこの協定の一つ

である年１回の労働局との業務検討会と称する

意見交換会は現在も続けられ大きな効果を上げ

ていると思っています。その翌年は、社会保険

労務士制度制定50周年の大きな事業がありま

した。後世に残すため、また将来の社労士への

メッセージをどのようにするか、テーマは、「過

去、現在、未来」としました。実行委員会を中

心に平成30年11月20日に無事式典、講演会、レ

セプションを挙行できました。記念誌を作成す

るにあたっても前記のテーマを念頭に多くの会

員より寄稿をいただきました。

　その後令和２年１月からはじまったコロナに

よるパンデミックにより会務の事業に多大な影

響が出始めました。事業の停滞を最小限にすべ

く同年３月頃よりオンラインツールのZoomを事

務局内で試行しながらオンライン研修ができた

ことについては事務局の迅速な対応に感謝しか

ありません。同時に雇用調整助成金を中心とす

る様々な相談に対応すべく福島県との災害協定

に基づきホットラインを開通し、また事務局内

にもオンライン等による相談を開始しました。

令和２年、令和３年の事業については、閉塞感

が漂う中での会務で集合研修も思うようにでき

ず、会員みなさんにじかに県会の事業を伝える

ことも困難だったため令和２年４月の月間情報

より巻頭に「会長メッセージ」を書くことにしま

した。令和２年９月の月間情報の会長メッセー

ジを見てみると「…コロナ禍でできなくなった

こと、コロナ禍でできること、コロナ禍だから

こそできることがあると思います。「百尺竿頭に

一歩を進む」という言葉がありますが、いろい

ろ従来のやり方では困難な時こそ前に進む決断

と勇気が必要だと思います。支部の運営も大変

な状況とは思いますが、どうぞよろしくお願い

いたします。…」とあります。この年は、本当

に社会がコロナ禍一色であったような気がしま

す。

　また、10年間続けてきた東日本大震災及び東

京電力第一原子力発電所事故からの被災者支援

活動、県内事業所、県民に対する復興支援活動

の取り組みを令和３年11月に１冊の冊子として
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発刊しましたが、これで終わることなく、災害

に対する取り組みを連合会と共有することが今

後もできたらと思っております。

　県会の会長は、連合会の理事になるわけです

が、連合会においては、倫理委員会と研修委員

会等を歴任しました。連合会の理事の経験は、

全国の会長との交流等を通じて社労士、社労士

会に対するそれぞれの考え方を広く聞くことが

でき、特に連合会が進む針路、取り巻く環境を

知ることで、今後打つべき事業、連合会と歩調

を合わす事業を明確にすることができました。

将来の社労士像とは

　だいぶページを割いてしまいましたが、６年

間の会長、連合会の理事を経験し、また会長時

代前の４年間の政治連盟会長時代も含めて、最

後に今後の社労士像を考えたいと思います。働

き方改革をはじめ35年前に開業した当時と隔世

の感があります。急激な少子化高齢化の進展を

はじめ企業、そこで働く労働者の取り巻く環境

は、労働諸法令の改正も相まって激変していま

す。多様な働き方、多様な人材の活用、育児、

介護、病気等との仕事との両立支援、人権に配

慮した職場環境づくり。その中で最も大切なこ

とは人材の定着キャリア形成といった人的資本

への投資であります。社労士はまさにその人的

資本にかかわる仕事であり、これはいかにAIが

進んでも変わらず我々社労士が果たすべき使命

と考えます。一方でデジタル社会への対応につ

いても対処していかなければなりません。今年

より［国家資格等情報連絡・活用システム］を

使ったオンライン登録が始まり、同時にマイナ

ンバーがどの社労士の属性を導入する予定と聞

いています。今年で制度制定55周年を迎えまし

たが、連合会のコーポレートメッセージである

「人を大切にする企業づくり」から「人を大切に

する社会」の実現に向けて社労士に与えられた

責任はとても大きいと思います。

おわりに…

　野心と志は違います。決しておごることなく、

物事は伝えればよいのではなく、よく伝えよう

とする心がけを忘れずに、些細なことにも決し

て手を抜かないことをメッセージとして伝えた

いと思います。最後になりますが、大臣受賞を

機にこのような紙面を割いていただき心より御

礼を申し上げます。感謝をするということは恩

を返すことと思っています。これからは、たく

さんの方々から受けた恩を社労士として社労士

会へ、そして社会へ返していきたいと思います。

ありがとうございました。
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いわき支部紹介

　令和６年は、能登半島地震と
いう大災害により始まることに
なりました。報道を見る限り、

東日本大震災の記憶が蘇ります。被災された皆
様には、心よりお見舞い申し上げます。
　いわき市も令和５年９月に大雨の被害を受け、
内郷一帯で河川の氾濫が起こりました。復興は
未だ道半ばにあります。少しでも被災された皆
様の役にたてればと思っているところです。
　いわき支部では、東日本大震災の復興事業と
して、いわき市役所での無料相談会を毎月第３
火曜日に行っております。１日１件、２件の相
談になりますが、最近はハラスメント関係の相
談が多くなっている気がします。また支部研修
会を年３回企画し、会員の皆様への情報提供を
行っております。（第１回令和５年９月22日、第
２回12月８日、第３回令和６年２月16日予定）
支部研修会では、タイムリーな企画とともに、
基本に戻って、復習ができるような講座も予定
しております。
　支部報を年２回発行し、支部の活動状況等を
支部会員の皆様にお知らせしています。（現在
17号まで発行）新型コロナウイルスの影響でし
ばらく滞っていた長野県諏訪支部との交流事業
も令和６年からは、新しい関係性を築けるよう
情報交換をしていく予定です。
　いわき市では関係五士業が集まり、いろいろ
なイベントを開催していましたが、新型コロナ
ウイルスの影
響により、こ
こ数年は活動
ができない状
態でした。令
和５年11月17

日に五士業懇談会を行い、各士業の現状を話し
合い、和やかな歓談のなか、お互いの研修会へ
の講師派遣等を検討しました。
　令和５年は、いわき支部の新しい力が活躍し
た１年でもありました。支部幹事に新しく３名
が加わり、大平裕太郎事務局長には、お忙しい
ところ会務をこなしていただきました。
　田村耕一幹事には、
第１回支部研修会の講
師、12月に行われた社
労士会セミナーの講師
を引受けていただきま
した。
　馬上智美幹事には会計をお願いしております。
斎藤昇子会員には第１回研修会で離職票につい
て、大変解りやすい解説をしていただきました。
新宅弘晃会員は県会理事として、各委員会で活
躍しておら
れます。こ
れからの社
会保険労務
士会の発展
のため、引
き続きご活躍をお願いいたします。
　昨年11月22日に大変悲しい知らせが届きまし
た。長年にわたり、いわき支部のためご尽力を
いただいていた、小前典子会員が急逝されまし
た。あまりに突然のことで、最初は現実を受け
入れることができませんでした。小前様のご遺
族、顧問先の皆様のお話しからも、お人柄が偲
ばれます。心よりご冥福をお祈りいたします。
　令和６年は大変厳しい始まりとなりました。
いわき支部では引き続き、法改正に則した研修
会の開催、情報発信をしてまいります。

加　藤　和　志（いわき支部）
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１．氏名　２．住所　３．入会年月日　４．登録区分（開業・勤務等）　５．開業事務所名又は勤務先名
６．関係資格・特技など　７．趣味・スポーツ　８．社労士を目指した理由、抱負など

新新 入入 会会 員員 紹紹 介介新新 入入 会会 員員 紹紹 介介

１．舟
ふな

　橋
はし

　潤
じゅん

　子
こ

２．郡山市若葉町３番25号

３．令和５年11月１日

４．開業

５．若葉社会保険労務士事務所

６．税理士簿記論、財務諸表

論、英検２級

７．読書、北欧雑貨収集

８．母が社労士でした。母の存命中は母が大変

お世話になりましてありがとうございまし

た。その母から社労士を勧められ現在に至り

ます。

　　未熟ではありますが精進してまいる所存で

ございますので、ご指導ご鞭撻のほどどうぞ

よろしくお願い致します。

１．須
す

　田
だ

　浩
ひろ

　之
ゆき

２．郡山市虎丸町12－22

３．令和５年９月１日

４．その他登録

５．郡山医療生活協同組合

６．FP技能士（２級）

７．・山登り：昨年は安達太良山、長野県と群

馬県に跨る四阿山に登りました。今年は

富士山に登りたいです！

　　・水泳：年間定期券を買って、郡山市の開

成山プールに通っています。

　　・今年始めたいこと：芸術鑑賞、人に感謝

する習慣をつけること

８．2022年の試験に合格後、事務指定講習を経

て2023年９月１日付で登録した、須田浩之と

申します。私が社労士を目指した理由は、何

か専門的な知識を身に着けたいと思っていた

ことが主な動機です。医療業界で働いている

ため、周りにいる医師や専門職のように「誰

かの役に立ちたい」と考えておりました。労

働者、経営者から年金生活者まで、幅広い人

の役に立てるような社労士になりたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。
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１．星
ほし

　　　裕
ゆう

　介
すけ

２．須賀川市下宿町93

３．令和５年12月１日

４．勤務

５．星経営労務事務所

６．理学療法士

７．12月からランニングを始めました。

８．私は以前、東京都内で医療や介護・予防の

分野で10年従事していました。当時担当して

いた経営者が抱えていた従業員の働き方や自

身の健康に対する悩みを聞いたことや社労士

である父から「今後は会社だけでなく、従業

員の健康を守ることも重要」との考えに影響

を受け、社労士を目指しました。

　　理学療法士・社労士として「従業員と会社

がともに健康でイキイキとあり続けられる」

よう健康経営に向けた支援をしていきたいと

思います。

社会保険労務士賠償責任保険制度　加入のご案内

有 限 会 社 エ ス ・ ア ー ル ・ サ ー ビ ス ホ ー ム ペ ー ジ  h t t p s : / / w w w . s r - s e r v i c e . j p

2023年12月1日午後4時～ 2024年12月1日午後4時保険期間
ご加入にあたっては、申込Webサイトよりお手続きください。申込Webサイトへは（有）エス・アール・
サービスHPからアクセスできます。※サイバーリスク保険（特約）も好評販売中！
毎月中途加入可。毎月1日～25日申込締切・翌月1日補償開始 ※11/1加入のみ10/15締切　

※この保険は、全国社会保険労務士会連合会を契約者とし、社会保険労務士開業会員等を被保険者とする団体契約です。詳細は保険約款（WEB約款。東京海
　上日動火災保険（株）お申込みWebサイトよりご覧ください。）によりますが、ご不明な点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたずねください。

取扱代理店　　有限会社エス・アール・サービス　☎ 03ｰ6225ｰ4873
引受保険会社　東京海上日動火災保険株式会社（幹事保険会社）広域法人部法人第二課  ☎ 03ｰ3515ｰ4153
　　　　　　　三井住友海上火災保険株式会社(非幹事保険会社)

※保険の内容は、提携募集代理店「東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社（ＴＡＣ）」のＷＥＢサイトをご覧ください。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡しして
あります保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店におたずねください。

●従業員が業務上の事由または通勤途上のケガや病気により労災認定されたことに伴い、使用者が法律上の損害賠償責
任を負った場合の賠償責任を補償します。●労災認定を受けない場合であっても、セクハラ・パワハラ等の侵害行為によ
り発生した精神的苦痛（それに起因する身体の障害を含みます。）または自由・名誉・プライバシーの侵害に起因して、
被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害も補償します。

お知らせ
全国社会保険労務士会連合会 “社会保険労務士向け”・“関与先企業向け”

「使用者賠償責任保険制度｣のご案内

●お問い合わせ先（提携募集代理店）：東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社（ＴＡＣ）公務広域法人部

〒104-0033 東京都中央区新川１－８－６ 秩父ビルディン６階
・電話番号 ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-015-466 IP電話からは０３-４３３２-４０１０（受付：平日 9 時 ～ 1 7 時 ）

・専用サイト https://www.web-tac.co.jp/sharoushi/

（使用者賠償責任保険+雇用関連賠償責任保険）

【引受保険会社】東京海上日動火災保険株式会社

【事務幹事代理店】有限会社エス・アール・サービス（ＴＥＬ ０３－６２２５－４８７３）

関与先企業向け
サイバーリスク保険 募集中！！

2024年1月作成 23TC-007079
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よだ部支 り

福島支部

８月28日　支部会報第80号発行

９月22日（福島テルサ）

　市民無料相談会最終打ち合わせ

　菱沼生美支部長、佐藤龍樹事務局長

　出席２名

10月16日（コラッセふくしま５階）

　第２回支部研修会

　参加者　39名

　⑴　『キャリアアップ助成金（正社員化コー

ス）及び両立支援等助成金（出生時両立支

援コース、介護離職防止支援コース）につ

いて～助成金の活用と留意点等～』

　　　講師：福島労働局職業対策課

　　　　　　　　　　　　　　松本さおり 様

　　　　　　福島労働局雇用環境・均等室

　　　　　　　　　　　　　　臼井　志穂 様

　⑵　『岩﨑仁弥先生に学ぶ！就業規則作成の

カンドコロ　２～みなさんの不安を解消し

ます〜』

　　　講師：株式会社リーガル・ステーション

　　　　　　特定社会保険労務士

岩﨑　仁弥 様

10月29日（コラッセふくしま３階）

　第30回市民無料相談会

　協力会員　５名

　相談件数２件（年金１件、労務問題１件）

　士業全体の相談件数は89件

11月17日（福島テルサ）

　市民無料相談会報告会

　菱沼生美支部長、佐藤龍樹事務局長

　出席２名
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12月８日（チェンバおおまち）

　第４回幹事会

　　①　当年度予算執行状況の報告

　　②　第２回研修会振り返り、第３回研修会

　研修内容・講師について

　　③　支部定時総会申し送り事項について

（規定等）

　　④　支部会報（発送時期、内容等）について

　　⑤　「市民無料相談会」のご報告

　　⑥　その他

【令和５年度　福島支部活動状況】

　社会保険・労働諸法令に関する唯一の国家資

格者としての資質をさらに向上すべく、福島支

部では毎年３回の研修会を実施している。新型

コロナ感染症も一定程度の落ち着きを見せたこ

ともあり、今年度は初心に立ち返り、講師を招

いての集合研修方式に決定し、実施した。

　また、研修会の内容についても、幹事会で積

極的に意見を出し合い、専門分野で活躍してい

る社会保険労務士等を講師として招きつつ、独

自性のある研修会を企画・立案することに努め

ている。今年度も昨年度から採用された新しい

試みとして年間を通じて一つの共通したテーマ

を扱うこととし、より深くより専門的に学ぶこ

とを目的とした。

　研修会を通じ、社会保険・労働諸法令などに対

し幅広い視点を持ち、中小企業が直面している人

事・労務問題に対応できるようにしていきたい。

　例年開催されていた県北士業協議会の「無料

相談会」のイベントは昨年度は３年ぶりの開催

となり、今年度も引き続き２年連続で実施され、

他士業との交流の機会を持つことができた。な

お「情報交換会」においては４年ぶりの開催と

なり、他士業との有意義な交流の場となった。

　会員の皆様には引き続きご理解ご協力いただ

き、有意義な事業執行ができればと考えている。

郡山支部

９月15日（郡山ビューホテルアネックス）

　第１回支部研修会・懇親会

　　講師【運送業の労務管理について】

　　　　　　　　　　　　　赤坂　利彦 会員

　　　　 【助成金とは？＆離職理由基礎知識、

　　　　　社労士ダークサイドに落ちないために】

　　　　　　　特定社会保険労務士

　　　　　　　　　　　　　岡　　佳伸 先生

　参加者：66名（他支部　８名含）

10月13日（白河年金事務所）

　白河年金事務所行政挨拶

　出席：田中竜夫支部長、真船あい副支部長

� （２名）

　・所長訪問および電子申請利用の報告等

10月15日（白河市図書館）

　年金労働問題無料相談会（in 白河）

� 相談員：５名派遣

　・相談案件　９件（労働・社会保険関係、ハ

ラスメント問題）

10月26日（オンライン　ZOOM）

　支部業務委員会

　出席：御代田裕介、赤坂利彦、角田美恵子、

　　　　鈴木聡美、事務局（５名）

　・第２回支部研修会の開催について

11月11日（郡山市労働福祉会館）

　第19回五士業合同無料相談会開催

� 相談員：４名派遣

　社労士相談案件　０件（労働・社会保険関係）

　※社労士案件以外の方にも社労士制度をPRで

きる絶好の機会となっていますので、今後

もこのような活動を通して引き続き、社会

保険労務士制度の啓発・広報活動に力を入

れていきたいと考えております。

12月22日（ビッグアイ郡山／郡山ビューホテル）
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　第２回支部研修会・懇親会

　デジタル化プレゼンテーション

　　【タッチオンタイムについて】

　　　　　　　　　　　株式会社デジジャパン

　　【就業規則のデジタル化について】

　　　　　　　　　　　株式会社KiteRa

　　講師【人材を引き寄せる求人票の書き方】

　　　　　　～社労士としてのハローワークを

活用した採用支援とは～

　　　　　　　　社会保険労務士

　　　　　　　　　　　　　五十川将史 先生

　参加者：40名（他支部　３名含）

１月26日（オンライン　ZOOM）

　第３回支部役員会

　・支部活動報告（業務委員会、企画委員会、

広報委員会）

　・郡山労働基準監督署庁舎移転に伴う、架台

名札作製について

２月予定（オンライン　ZOOM）

　第３回業務委員会

　・第３回研修会開催について

会津支部

９月26日　社会保険労務士無料相談会

� （会津稽古堂）

　担当：鈴木荘太郎会員、鈴木淳会員

９月27日　「会津支部だより」発行

11月17日　第２回研修会（会津稽古堂）

　17名参加

　講師　弁護士　藤川　久昭 様

　「最近の重要最高裁判決」

　　１．割増賃金

　　２．LGBTQ対応

　　３．定年後再雇用と賃金

　　４．労働契約の合意解約

11月17日　第３回役員会（同会場）

　６名参加

　第３回研修会及び次期役員・支部総会日程等

11月28日　社会保険労務士無料相談会

� （会津稽古堂）

講師：藤川久昭弁護士

研修会後の懇親会（前列中央：藤川弁護士）

担当：庄司義信会員 担当：真船茂会員
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【今後の社会保険労務士無料相談会】

協力予定会員

１月23日　吉田守会員、鈴木淳会員

３月26日　吉田守会員、鈴木淳会員

【今後の支部行事予定】

２月16日　第３回研修会および新年懇親会・第

４回役員会

いわき支部

活動報告（令和５年８月～12月）

○支部研修会

　９月22日、いわき市生涯学習プラザ中会議室

にて、令和５年度第１回支部研修会を開催しま

した。行動制限が緩和されたことに伴い対面形

式で開催し、会員19名が参加しました。第１部

では、職安での勤務経験もある齋藤昇子会員か

ら「雇用保険申請の実務」と題して、離職票の

書き方を中心に解説を頂きました。第２部では、

田村耕一会員から「時間外上限規制」と題して、

2024年４月に適用が迫った建設業や自動車運転

業務、医師の働き方改革への対応について解説

頂きました。研修会終了後の講師を交えての懇

親会にも多くの方々のご参加を頂きました。

　続いて、12月８日、いわき産業創造館IT研修

室にて、第２回支部研修会を開催しました。今

回は会場参加のほかZoomによるライブ配信を併

用しての開催となり、会場参加20名、Zoom参加

12名の合計32名が参加しました。講師には、年

間40件以上の講演実績をお持ちの杜若経営法律

事務所弁護士　友永隆太様をお迎えし、約３時

間に亘ってご講義を頂きました。講義では「社

労士の実務でよくある相談事例への対応」と題

して、休職、試用期間、問題社員対応など、対

応を誤ると重大な労使トラブルに発展しやすい

事柄について事例を交えて丁寧に解説して頂き

ました。研修会終了後の懇親会には、講師の友

永先生にもご参加いただき、有意義な時間を共

有することが出来ました。

○五士業連絡協議会

　11月17日、いわきワシントンホテル椿山荘に

て、いわき五士業連絡協議会の懇親会が開催さ

れました。新型コロナの感染拡大以降、五士業

による相談会が中止となっており、本年度の担

当幹事会である税理士会様より、まずは懇親会

から再スタートしましょう、との発案での懇親

会開催でした。当支部からは６名が参加し、お

酒を交わしながら、名刺交換や支部の紹介をさ

せて頂き、親睦を深めました。

【実施済み】

８月29日　第３回幹事会（オンラインZoom）

　出席　幹事８名

９月22日　第１回支部研修会

� （いわき市生涯学習プラザ）

　第１部「雇用保険申請実務について」

　　　　　　　　　　講師：齋藤　昇子 会員

　第２部「時間外上限規制について」

　　　　　　　　　　講師：田村　耕一 会員

　参加者19名

10月31日　第４回幹事会（オンラインZoom）

　出席　幹事８名

11月17日　いわき五士業連絡協議会懇談会

� （いわきワシントンホテル椿山荘）

　参加者６名

12月８日　第２回支部研修会

� （いわき産業創造館）

　「社労士の実務でよくある相談事例への対応」

　　講師：弁護士　友永　隆太 先生

　　　　　　　　　（杜若経営法律事務所）



31

会報　社労士ふくしま　№121（2024.2）

　参加者32名

【今後の予定】（令和６年１月～３月）

１月25日　第５回幹事会（オンラインZoom）

２月16日　第３回支部研修会

　講師（予定）

　　①　会津支部　　　渡部　翔太 様

　　②　弁護士法人湊法律事務所

　　　　　　　　　　　湊　　一将 様

【通年開催中】

　いわき市　無料労働・年金相談所

　毎月第３火曜日（いわき市役所内）

　 （※東日本大震災復興支援事業の一環として

実施）

相馬支部

　９月26日（火）支部研修会を南相馬市情報交流

センターにて開催しました。参加者は９名です。

研修会は２部構成とし、前半は年金事務所より、

後半は労働基準監督署より講師をお招きしまし

た。講師とテーマはそれぞれ次のとおりでした。

 「社会保険適用拡大について」

　　講師：相馬年金事務所

　　　　　厚生年金適用徴収課

　　　　　　　　　課長代理　本澤　裕次 様

 「建設業・運送業の2024年問題」ほか

　　講師：相馬労働基準監督署

　　　　　　監督・安全課長　猪股　茉以 様

　同日、支部の情報交換会を開催し、支部長よ

り、鈴木会員が相馬支部初となる県政治連盟会

長に就任したこと、綱紀委員会委員に蓬田会員

を推薦したことを報告し、支部会員の協力によ

り県会総会が無事開催されたこと、会員の慶弔

や行政の人事異動、行政より支部あてに要請や

案内のあったこと等を伝達いたしました。行政

からの要請、支部の運営等について質疑も行わ

れました。

　12月９日（土）相馬歯科医師会様より、ハラス

メントと最近の労務管理に関する法改正等の研

修会の要請があり、同日、南相馬市のホテルラ

フィーヌで開催しました。鈴木会員が講師を担

当され、制度説明のみならず、Ｑ＆Ａ形式を用

いた参加型研修により、相馬歯科医師会会員の

方々も、問題意識の向上に十分資することがで

きたと好評でした。

第２回支部研修会

第１回支部研修会
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●●●　会 員 異 動 状 況　●●●
（Ｒ５．９．１現在■）

１．入　会　者

２．退　会　者

氏　　　名 事務所名又は勤務先 事務所又は勤務先所在地 区　分 退会月日

小　前　典　子 小前社会保険労務士事務所 いわき市中央台鹿島２－22－４ いわき
開　業 ５．11．22

青　木　宣　和 古川電子株式会社 いわき市好間町上好間小館20 いわき
勤　務

５．11．30
東京会へ

氏
ふり

　　　名
がな 事務所名又は勤務先 事務所又は勤務先所在地 電話番号

FAX番号
支　部
区　分 入会月日

舟
ふな

　橋
はし

　潤
じゅん

　子
こ 若葉社会保険労務士事務所 郡山市若葉町３－25 024-991-5810

024-922-4429
郡　山
開　業 ５．11．１

芳
は

　賀
が

　洋
ひろ

　希
き 郡　山

勤　務 ５．11．１

星
ほし

　　　裕
ゆう

　介
すけ 星経営労務事務所 須賀川市下宿町93 0248-76-5779

0248-72-7521
郡　山
勤　務 ５．12．１

３．異動・変更等 ※住所変更は除く

氏　　　名 変　更　事　項 変　更　内　容 変更月日

篠　木　健　一 事務所名称 ふたば社労士事務所 ５．10．１

菅　野　峻　太 事務所所在地 福島市南町301－１　サザンピアⅤ２階 ５．11．24
フ ァ ー リ ア
社 労 士 法 人 事務所所在地 福島市南町301－１　サザンピアⅤ２階 ５．11．24

相　場　静　江 事務所所在地 郡山市西ノ内二丁目11－５
ネオハイツ西ノ内901　細谷様方 ６．１．16

新　宅　弘　晃 区分（勤務→開業） ６．１．24

訃　　　報

令和５年11月22日　逝去　いわき支部　小　前　典　子　会員（開業）
平成17年11月１日入会
平成19～22年度　電子化推進特別委員会　委員
平成23～24年度　電子化推進特別委員会　副委員長
平成29～30年度　電子化推進特別委員会　委員

謹んでご冥福をお祈り申し上げます

４．会員の現況

福　島 郡　山 会　津 いわき 相　馬 合　計
開　　　業

（法人社員含む） 72 113 38 57 17 297

勤　務　等 21 27 10 7 1 66

計 93 140 48 64 18 363

法　　　人 5 14 1 4 3 27
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会報　社労士ふくしま　№121
令和６年２月15日発行

発　行　所　福島県社会保険労務士会

　　　　　　〒960－8252

　　　　　　福島市御山字三本松19－３

　　　　　　TEL 024－535－4430

　　　　　　FAX 024－534－5432

発行責任者　会 長 吉 田 昌 樹

編　　　集　広　報　委　員　会

印　刷　所　陽光社印刷株式会社

　私たち社会保険労務士は、事業主や働く人達の身近なパートナーとして地域に根ざした活動をし
ています。その活動を広く知ってもらうために、福島県会にふさわしいキャッチフレーズを募集し
ます。採用されたキャッチフレーズは、県会のホームページや印刷物等で活用させていただきます。
　併せて、毎月発行している「社労士ふくしま月間情報」の名称も募集します。

キャッチフレーズ
・20文字程度のオリジナルのもの
・社会保険労務士を親しみやすくＰＲするような内容
・最優秀賞（１名）には10,000円、優秀賞（数名）には5,000円

「社労士ふくしま月間情報」の名称
・10文字以内のオリジナルのもの
・最優秀賞（１名）には5,000円、優秀賞（数名）には3,000円

応 募 方 法：�作品に支部名と会員名を必ず併記のうえ、Googleフォーム、あるいは
県会事務局あてに郵送かFAXにて受け付けます。

　　　　　　Googleフォーム：https://forms.gle/9bv2jYPpsTzKGUKY7
締 め 切 り：２月29日（木）必着
選 考 方 法：広報委員会で候補を絞り込み、理事会で決定します。
発表・表彰：採用された場合は、６月の県総会にて発表し、受賞された方の表彰をいたします。
　　　　　　�採用されなかった場合でも、優れた作品はホームページや会報等で紹介することがあ

ります。

福島県社会保険労務士会のキャッチフレーズと

「月間情報」の名称を募集します！

会員の皆さまへ
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「社労士サーチ.com」は社労士と企業の最適なマッチングをお手伝いするサイトです。
今も昔も、社労士事務所にとって、「新規のお客様へのアプローチ」は、最大の関心事。
時代の流れもあり、「WEB経由の問い合わせを増やしたい」と考える方も多く、
ホームページやSNSの活用は、集客・マーケティングを考える上で、もはや不可欠です。

集客力がすごい!

WEB経由の反響を増やすには、コンテンツの力である情報量や信頼性と、
ユーザビリティ（利用者立場の使いやすさ）の2つが満たされる必要があります。
「社労士サーチ.com」は、10年以上の運用実績と日本最大級の登録社労士数を誇り、
利用者の要望に沿った機能や情報が盛り込まれた、オンリーワンの検索サイトです。

使い勝手がすごい!

「社労士サーチ．com」はWEB検索で常に上位検索となるよう工夫されていますので、
単体での掲載だけではなく、ご自身のホームページヘバックリンクさせることで、
相乗的にSEO（検索エンジン最適化）対策と、多方面からの入り口が生まれます。
さらに、リアルな声と複数写真やインタビューの掲載で、しっかりアピール出来ます※。

情報発信力がすごい!

社労士と企業をつなげる
日本最大級の社労士専用検索サイト

社労士の集客力を強化

「社労士サーチ.com」のココがすごい！

※プレミア掲載のみ

登録
無料

掲載
無料

検索
上位

豊富な
情報量

顔写真
掲載

高い
信頼性

!

社労士サーチ.com

〒111-0036
東京都台東区松が谷1-3-5 JPR上野イーストビル2階
TEL：03-5806-0298  MAIL：info@chukidan-jp.com

登録料・掲載料は一切いただいておりません！掲載をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください！！
社労士サーチ.com



働き方改革労務診断・
従業員意識調査のご案内
・・・人材の確保・育成・定着のために・・・

《働き方改革労務診断》

労務管理上の事項等を定めた諸規程や管理の実態等（コンプライアンス）が
基準に則っているかどうか、労働分野における社会的責任等（ＣＳＲ）の実
態が企業としてその社会的責任を果たし、企業価値の向上につながっている
かを確認します。
それに基づいて評価を行い、評価結果と改善案を提示します。

《従業員意識調査》

法令を守るだけでなく、事業主が目指すものを従業員が理解しているか、従
業員が働きやすい職場であるかアンケート調査することで、従業員の考えて
いることを把握し、必要な対策が見えてきます。※従業員意識調査は無記名で行います。

調査項目 ①企業理念 ②職場風土 ③人間関係
④労働条件 ⑤仕事と評価 ⑥キャリア形成支援

従業員が「ずっとここで働きたい」と思えるような会社を作りましょう！

「人を大切にする企業」づくりから「人を大切にする社会」の実現へ

福島県社会保険労務士会

事業主の
皆さまへ

働き方改革対策

最低限の労働条件が確保され、また、労働分野において必要と思われる企業の社会的責任
が履行されることで、雇用される労働者等の福祉の向上につながります。
これにより、当該事業所における従業員満足度が向上し、人材の確保・育成・定着が促進さ
れ、企業としての品質・サービスの質が向上、企業の健全な発展につながります。

経済産業省 「健康経営の労働市場におけるインパクト調査」2016年

えるぼし

厚生労働省が認定している様々な優良企業マーク




